
男鹿市告示第１０８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、男

鹿市の区域内の字の区域を次のとおり変更するので、同条第２項の規定に基づ

き、告示する。 

 この変更の処分は、当該変更区域に係る土地改良法（昭和２４年法律第１９

５号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５４条第４項の規定によ

る換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる。 

 

  令和５年９月２２日 

 

                 男鹿市長 菅  原  広  二 

 

記 

 

変更前の字の区域 変更後の字の区域 

男鹿市五里合中石字月夜前 

１の１の一部、１４の一部、１５の１の一部、１５

の２、１７の１、１７の２、１８の１、１８の２、

２１の１の一部、２１の２、２２の一部、２３の一

部、１６９の一部、１７０の１の一部、１７０の２

の一部、１７１の一部、１７２から１７４までの各

一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路で

ある公有地の全部 

男鹿市五里合中石 

字疋沢 

男鹿市五里合中石字城ノ上 

２５、２９、６５から７３までの各一部、７４、７

５から８２までの各一部及びこれらの区域に隣接介

在する道路、水路である公有地の一部 

男鹿市五里合中石字岡獅子 

１３の２、１４の２ 

男鹿市五里合中石 

字城ノ上 



男鹿市五里合中石字山王沢 

６から８まで、１０から４７まで、４８の１及びこ

れらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地

の一部並びに２、３、５に隣接する水路である公有

地の全部 

男鹿市五里合中石字後田 

２２から３７まで、３９から４２まで、４４、４

５、４９、５０及びこれらの区域に隣接する道路、

水路である公有地の全部 

男鹿市五里合中石字中川崎 

９７の１、９７の２、９７の５、９８の１、９８の

２、９９の１、９９の２、１００の１、１００の

２、１０１の１、１０１の２、１０２の１、１０２

の２、１０３の１、１０３の２、１０４の１、１０

４の２、１０５の１、１０５の２、１０６の１、１

０６の２、１０７の１、１０７の２、１０８の１、

１０８の２、１０９及びこれらの区域に隣接介在す

る道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合中石 

字高屋下 

男鹿市五里合中石字中川崎 

３から１５まで、１６の１、１６の３及びこれらの

区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合中石 

字城ノ下 

男鹿市五里合中石字堂尻 

７７から８０まで、８１の１、８２の１、８３の

１、８４の３、１５６の２、１５７の１、１５８の

１、１５８の３、１５９から１６６まで及びこれら

の区域に隣接する水路である公有地の全部 

男鹿市五里合中石字中川崎 

５７の１、５７の２、５８の１、５８の２、５９の

１、５９の２、６０の１、６０の２、６１の１、６

１の２、６２の１、６２の２、６３の１、６３の

２、６４の１、６４の２、６５の１、６５の２、６

６の１、６６の２、６７の１、６７の２、６８の

１、６８の２、６９の１、６９の２、７０の１、７

０の２、７１の１、７１の２、７２の１、７２の

２、７３の１、７３の２、７４の１、７４の２、７

５の１、７５の２、７６の１、７６の２、７７の

１、７７の２、７８の１、７８の２、７９の１、７

９の２、８０の１、８０の２、８１、８２の１、８

２の２、８３の１、８３の２、８４の１、８４の

２、８５の１、８５の２、８６の１、８６の２、８

７の１、８７の２、８８の１、８８の２、８９の

男鹿市五里合中石 

字高屋下 



１、８９の２、９０の１、９０の２、９１の１、９

１の２、９２の１、９２の２、９３の１、９３の

２、９４の１、９４の２、９５の１から９５の３ま

で、９６の１、９６の２、９６の５及びこれらの区

域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合中石字中川崎 

１７の１、１７の３、１８の１、１８の２、１９か

ら５６まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、

水路である公有地の全部 

男鹿市五里合中石 

字城ノ下 

男鹿市五里合中石字堂尻 

１０４の１、１０５の１、１０６の１、１０７、１

０８の１、１０９の１、１１０の１、１１１の１、

１１２の１、１１３の１、１１４の１、１１５の

１、１１６の１、１１７、１１８の１、１１９の

１、１２０の１、１２１から１３５まで及びこれら

の区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全

部 

男鹿市五里合中石字南浜野 

３５の１ 

男鹿市五里合中石 

字山崎入谷地 

男鹿市五里合神谷字前田表 

１の１、１の２、２の１、２の２、３の１、３の

２、４の１、４の２、５の１、５の２、６、７の

１、７の２、８の１、８の２、９の１、９の２、１

０の１、１０の２、１１の１、１１の２、１２の

１、１２の２、１３の１、１３の２、１４の１、１

４の２、１５の１、１５の２、１６の１、１６の

２、１７、１８、１９の１、１９の２、２０の１、

２０の２、２１の１、２１の２、２２の１、２２の

２、２３、２４の１、２４の２、２５の１、２５の

２、２６の１、２６の２、２７の１、２７の２、２

８の１、２８の２、２９の１、２９の２、３０の

１、３０の２、３１の１、３１の２、３２の１、３

２の２、３３の１、３３の２、３４の１から３４の

３まで、３５の１、３５の２、３６の１、３６の

２、３７の１、３７の２、３８の１、３８の２、３

９の１、３９の２、４０の１、４０の２、４１の

１、４１の２、４２の１、４２の２、４３の１、４

３の２、４４の１、４４の２、４５の１、４５の

２、４６の１、４６の２、４７の１、４７の２、４

８の１、４８の２、４９の１、４９の２、５０の

１、５０の２、５１の１、５１の２、５２の１、５

男鹿市五里合神谷 

字向谷地 



２の２、５３の１、５３の２、５４の１、５４の

２、５５の１、５５の２、５６の１、５６の２、５

７の１、５７の２、５８の１、５８の２、５９の

１、５９の２、６０の１、６０の２、６１の１、６

１の２、６２の１、６２の２、６３の１、６３の

２、６４から９７まで、９８の１及びこれらの区域

に隣接介在する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合神谷字上堰 

９４の１、９５、９６、９７の１、９８の１、９９

の１、１００の１、１０１の１、１０２の１、１０

３の１、１０４の１、１０５の１、１０６の１、１

０７の１、１０８の１、１０９の１、１１０の１、

１１１から１２７まで及びこれらの区域に隣接介在

する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合神谷字下堰 

１３５の１、１３６の１、１３７の１、１３８の

１、１３９、１４０の１、１４１の１、１４２の

１、１４３、１４４の１、１４５の１、１４６の

１、１４７の１、１４８の１、１４９の１、１５０

の１、１５１の１、１５２の１、１５３から１６６

まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路で

ある公有地の全部 

男鹿市五里合神谷字下石 

７９の１、８０、８８の１、９２の１、９３、９６

の１及びこれらの区域に隣接する水路である公有地

の全部 

男鹿市五里合神谷 

字塩辛 

男鹿市五里合神谷字下石 

１から１１まで、６０から６４まで、７５から７８

まで、９７から１１４まで、１１５の１、１１６の

５、１２３から１２６まで及びこれらの区域に隣接

介在する道路、水路である公有地の全部並びに１８

の１に隣接する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合神谷字鮫ノ口 

９９の１、９９の３、１００の１、１０１の１、１

０２の１、１０３の１、１０４の１、１０５の１、

１０６の１、１０７の１、１０８の１、１０８の

２、１０９の１、１１０の１、１１１の１、１１２

の１、１１３から１２０まで、１２１の１、１２５

の１、１２６の１、１２７の１、１２８から１４３

まで、１４４の１、１４４の２、１４５から１５０

まで、１５２の１、１５６の２、１５７から１６６



まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路で

ある公有地の全部 

男鹿市五里合中石字堂尻 

２の１、３の２、４の２、５の２、６の１、６の

３、７の１、７の２、８、１１から４０まで、４１

の２、４２の２、４３の２、４４の１、４５の１、

４６の２、４７の１、４８の１、４９の１、５０の

１、５１の１、５２の１、５３の１、５４の１、５

５の１、５６の１、５７の１、５８の１、５９の

１、６０の１、６１の２、６２の１、６３の１、６

４の１、６５の１、６６の１、６７の１、６８の

１、６９の１、７０の１、７１の１、７１の４、７

２の１及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路

である公有地の全部 

男鹿市五里合中石 

字水尻 

男鹿市五里合中石字高花 

２７から４５まで、４６の２、５９の２、６０から

８２まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水

路である公有地の全部 

男鹿市五里合中石字高花 

１から１２まで、１４から２６まで及びこれらの区

域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合中石 

字今沢 

男鹿市五里合神谷字上堰 

１から１５までに隣接する道路、水路である公有地

の全部 

男鹿市五里合中石字荒野下 

３９、４０から４２までの各一部、４４、４５から

６０までの各一部、６１の１の一部及びこれらの区

域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合神谷字下堰 

３２から４７まで、４８の１、４９の１、５０から

６４まで、６５の１、６５の２、６６、６７の１、

６７の２、６８の１、６８の２、６９の１、６９の

２、７０、７１、７２の１、７２の２、７３の１、

７３の２、７４の１、７４の２、７５の１、７５の

２、７６の１、７６の２、７７の１、７７の２、７

８の１、７８の２、７９の１、７９の２、８０、８

１の１、８１の２、８２の１、８２の２、８３の

１、８３の２、８４の１、８４の２、８５の１、８

６の１、８７の１、８７の２、８８の１、８８の

２、８９の１、８９の２、９０の１、９０の２、９

１の１、９１の２、９２の１、９２の２、９３の

男鹿市五里合神谷 

字上堰 



１、９３の２、９４の１、９４の２、９５の１、９

５の２、９６の１、９６の２、９７の１、９７の

２、９８の１、９８の２、９９の１、９９の２、１

００の１、１００の２、１０１から１１５まで、１

１６の１、１１７の１、１１８の１、１１９の１、

１２０の１、１２１の１、１２２の１、１２３の

１、１２４の１、１２５の１、１２６の１、１２

７、１２８の１、１２９の１、１３０の１、１３１

の１、１３２の１、１３３、１３４の１及びこれら

の区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全

部 

男鹿市五里合神谷字下堰 

１から１４まで、１５の１、１６の１、１７の１、

１８から３１まで及びこれらの区域に隣接介在する

道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合中石 

字今沢 

男鹿市五里合鮪川字下谷地 

３３から３６までの各一部、３７、３８から４０ま

での各一部、４１、４４から４９までの各一部、５

０の１の一部、５１の１、５２から６６まで、６７

の１、６７の２、６８の１、６８の２、６９、７０

の１、７０の２、７１の１、７１の２、７２の１、

７２の２、７３の１、７３の２、７４の１、７４の

２、７５の１、７５の２、７６の１、７６の２、７

７の１、７７の２、７８の１、７８の２、７９の

１、７９の２、８０、８１の１、８１の２、８２の

１、８２の２、８３の１、８３の２、８４の１、８

４の２、８５の１、８５の２、８６の１、８６の

２、８７、８８の１、８８の２、８９の１、８９の

２、９０の１、９０の２、９１の１、９１の２、９

２の１、９２の２、９３の１、９３の２、９４の

１、９４の２、９５の１、９５の２、９６の１、９

６の２、９７の１、９７の２、９８の１、９８の

２、９９の１、９９の２及びこれらの区域に隣接介

在する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合神谷字塩辛 

１から４６まで、４７の１、４８の１、４９の１、

５０の１、５１の１、５２の１、５３の１、５４の

１、５５の１、５６の１、５７の１、５８の１、５

９の１、６０の１、６１の１及びこれらの区域に隣

接介在する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合箱井 

字町屋田 



男鹿市五里合神谷字鮫ノ口 

１の１、１の２、２の１、２の２、３の１、３の

２、４の１、４の２、５の１、５の２、６の１、６

の２、７の１、７の２、８の１、８の２、９の１、

９の２、１０の１、１０の２、１１の１、１１の

２、１２の１、１２の２、１３の１、１３の２、１

４の１から１４の３まで、１５の１、１５の２、１

６の１、１６の３、２６の１、２６の３、２７の

１、２７の２、２８の１、２８の２、２９の１、２

９の２、３０の１、３０の２、３１の１、３１の

２、３２の１、３２の２、３３の１、３３の２、３

４の１、３４の２、３５の１、３５の２、３６の

１、３６の２、３７の１、３７の２、３８の１から

３８の３まで、３９の１、３９の２、４０の１、４

０の２、４１から５２まで、５３の１から５３の３

まで、５４、５５、５６の１、８５の１、８６の

１、８７の１、８８の１、８９の１、９０の１、９

１の１、９２の１、９３の１、９４の１、９５の

１、９６の１、９７の１、９８の１、９８の３及び

これらの区域に隣接介在する道路、水路である公有

地の全部 

男鹿市五里合神谷字鮫ノ口 

５９から６８まで、７４から８１まで及びこれらの

区域に隣接介在する水路である公有地の全部 

男鹿市五里合箱井字川向 

１２０から１３４までの各一部、１３５の１、１３

５の２、１３６の１、１３６の２、１３７の１、１

３７の２、１３８の１、１３８の２、１３９の１、

１３９の２、１４０の１、１４０の２、１４１の

１、１４１の２、１４２の１、１４２の２、１４

３、１４４の１、１４４の２、１４５の１、１４５

の２、１４６の１、１４６の２、１４７の１、１４

７の２、１４８の１、１４８の２、１４９の１、１

４９の２、１５０の１、１５０の２、１５１の１、

１５１の２、１５２の１から１５２の３まで、１５

３の１、１５３の２、１５４の１、１５４の２、１

５５の１、１５５の２、１５６の１、１５６の２、

１５７の１、１５７の２、１５８の１、１５８の

２、１５９の１、１５９の２、１６０の１、１６０

の２、１６１の１、１６１の２、１６２、１６３の

１、１６３の２、１６４の１、１６４の２、１６５



の１、１６５の２、１６６の１、１６６の２、１６

７から１９７まで及びこれらの区域に隣接介在する

道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合箱井字桃崎 

１１０の一部、１１１の一部、１１３の一部、１１

４の１、１１５の１、１１６の１、１１７の１の一

部、１１８から１２８までの各一部、１２９の１、

１２９の２、１３０から１３２まで、１３３の１、

１３３の２、１３４の１、１３４の２、１３５の

１、１３５の２、１３６の１、１３６の２、１３７

の１、１３７の２、１３８の１、１３８の２、１３

９の１、１３９の２、１４０の１、１４０の２、１

４１の１、１４１の４、１４１の５、１４２の１、

１４３の１、１４４の１、１４５の１、１４６の

１、１５３の１、１５３の２、１５４の１、１５４

の３、１５５の１、１５５の２、１５６の１、１５

６の２、１５７の１、１５７の２、１５８の１、１

５８の２、１５９の１、１５９の２、１６０の１、

１６０の２、１６１の１、１６１の２、１６２の

１、１６２の２及びこれらの区域に隣接介在する道

路、水路である公有地の全部並びに１５２の３に隣

接する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合中石字荒野下 

１から１６まで、１７の１、１７の２、１８の１、

１８の２、１９から３８まで、４０から４２までの

各一部、４３、４５から６０までの各一部、６１の

１の一部、６１の２の一部及びこれらの区域に隣接

介在する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合鮪川 

字張山 

男鹿市五里合鮪川字下谷地 

１から１４まで、１５の１、１６の１、１７から３

２まで、３３から３５までの各一部、３７、３８か

ら４０までの各一部、４２、４３、４４から４９ま

での各一部、５０の１の一部及びこれらの区域に隣

接介在する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合鮪川字上谷地 

１の１、２の２、３の２、４、６の１、７の１、８

から１４まで、１５の１、１６の１、１８、１９、

２０の１、２０の２、２１の４、２１の５、２２か

ら２９まで、３０の１、３１の１、３２の１、３３

の１、３４の１、３５の１、３６の１、３６の２、

３７、３８、４３から５８まで、５９の１、５９の



２、６０の１、６０の２、６１から６９まで、７２

から８５まで、８６の１、８６の２及びこれらの区

域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合箱井字桃崎 

１の１、１の３から１の５まで、４の１、４の２、

５、８の１、８の２、９の１、９の３、１０、１

１、１４の１、１５の１、１６の１、１９の１、２

０の１、２１の１、２４の１、２５、２６、２９か

ら３３まで、３６の１、３６の２、３７の１、３７

の２、３８の１、３８の２、３９の１、３９の２、

４０の１、４０の２、４１の１、４１の２、４２の

１、４２の２、４６の１、４６の２、４７の１、４

７の２、４８の１から４８の３まで、５１の１、５

１の２、５８、５９の１、５９の２、６１の１、６

１の２、６２の１、６２の３、６２の４、６３の

１、６３の３、６４の１、６４の３、６９の１、６

９の３、７０の１、７０の３、７１の１、７１の

２、７２の１、７２の２、７３、７４の１、７４の

２、７５の１、７５の２、７６の１、７６の２、７

７の１、７７の２、７８、７９の１、７９の２、８

０の１、８０の２、８１の１、８１の２、８２の

１、８２の２、８３の１、８３の２、８４の１から

８４の３まで、８５、８６の１、８６の２、８７の

１、８７の２、８８から１０４まで、１０８の１、

１０８の４、１０９の１、１１０の１の一部、１１

１の１の一部、１１２、１１３の一部、１１７の１

の一部、１１８から１２８までの各一部及びこれら

の区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全

部並びに１０６に隣接する道路、水路である公有地

の全部 

男鹿市五里合箱井 

字川向 

男鹿市五里合鮪川字寺沢 

６、７、１１から１３まで、１４の１、１４の２、

１５の１、１５の２、１６の１、１６の２、１７の

１、１７の２、１８、１９、３２から３８まで、４

１から４４まで、４５の１、４５の２、４６の１、

４６の２、４７の１、４７の２、４８から５４ま

で、５５の１、５５の２、５６の１、５６の２、５

７の１、５７の２、５８の１、５８の２、６１、７

２から７４まで、７５の１、７５の２、７６の１、

７６の２、７７から８３まで、８４の１、８４の

２、８５の１、８５の２、８６から９０まで、９４

男鹿市五里合鮪川 

字長崎坂ノ下 



から１００まで、１０１の１、１０１の２、１０２

及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である

公有地の全部 

男鹿市五里合鮪川字諸見坂川端 

４、５、６の１、６の２、７、２２から２４まで、

２９、５０から６０まで、６１の１、６１の２、６

２の１、６２の２、６３、６４、６５の１、６５の

２、６６の１、６６の２、６７の１、６７の２、６

８の１、６８の２、６９の１、６９の２、７０から

７４まで、７５の１、７５の２、７６の１、７６の

２、７７の１、７７の２及びこれらの区域に隣接介

在する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合鮪川字槻木沢 

１、２、３の１、４の１、５の１、６の１、７の

１、８の１、１１、１２、１６の１、１７、１８の

１、２２の１、２４の１、２５、２６の１、２８の

１、２９の１、３７、４１、４２、４６の１、４７

から７２まで及びこれらの区域に隣接介在する道

路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合鮪川 

字箱井沢 

男鹿市五里合鮪川字百崎 

２の１、６から８まで、２３から２７まで、２８の

１、２９の１、２９の３、３０の１、３１、３２の

１、３２の３、３９から４３まで、４８から５３ま

で、５４の１、５５の１、５５の３及びこれらの区

域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合箱井 

字出ケ沢 

男鹿市五里合箱井字上源寺 

１３から２５まで、２７、２８及びこれらの区域に

隣接介在する道路、水路である公有地の全部 

男鹿市五里合箱井 

字山田 

 


